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３　装置の区別

番号

無線設備の種別

現用又は予備の別

□構成が複雑で記載が困難なため、構成を別に添付する。

検定番号、適合表示無線設備の
番号又は名称

定格出力（Ｗ）

空中線電力(Ｗ)

空中線電力低下の有無 □有　　　□無

６
　
受
信
機

７　補助電源

工事設計書

電波の型式

１　無線局の区別

４　通信方式コード

□

第　　　　装置

コード〔　　　　　　　　　　　　　〕

□現用　　□予備

　電波法第33条の規定により備え
られている無線設備

５
　
送
信
機

製造番号

変調方式コード

□有　□無

製造者名

８　空中線系番号

検定番号又は名称

製造番号

区別 □送信機と同じ

製造者名

偏波面コード
空中線型式等

空
中
線
系

利得（dBi）

10　発射する周波数等

11　受信する周波数

９
　
空
中
線

高さ(ｍ)

　空中線系に関するその他の
事項

送受の別コード 基本コード 付加コード



２枚目

□船上通信設備〔FMB〕

□レーダー〔R〕

13　無線局の区別

機器の種類

□デジタル選択呼出専用受信機
　（中短波帯及び短波帯）〔DSR〕

台数
検定番号、適合表示無
線設備の番号又は名称

製造番号 補足事項

□デジタル選択呼出専用受信機
　（超短波帯）〔DSR〕

□デジタル選択呼出専用受信機
　（中短波帯）〔DSR〕

□ナブテックス受信機（和文）
　〔NRN〕

□ナブテックス受信機（英文）
　〔NRI〕

□双方向無線電話
　（施行規則第28条第５項に規定す
　　るものを除く。）〔LP〕

□インマルサット高機能グループ呼
　出受信機〔EGC〕

□船舶航空機間双方向無線電話
　〔SAW〕

□双方向無線電話
　（施行規則第28条第５項に規定す
　　るもの）〔LP〕

□捜索救助用レーダートランスポン
　ダ〔LTL〕

□衛星非常用位置指示無線標識
　〔SE〕

□設備規則第45条の３の５に規定す
　る無線設備〔VDR〕

□捜索救助用位置指示送信装置
　〔ATL〕

□VHFデータ交換装置〔VDE〕

□周波数測定装置〔W〕

□無線方位測定機〔ADF〕

14
　
特
殊
な
設
備

□その他
　（　　　　　　　　　　　　）

□ファクシミリ受信機〔F〕

□衛星無線航法装置〔GPS〕

□地上無線航法装置〔LRN〕
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15　無線局の区別

機器の種類

□デジタル選択呼出装置
　（中短波帯及び短波帯）〔DSC〕

□データ伝送装置〔DT〕

□制御装置〔CON〕

□狭帯域直接印刷電信装置〔NDP〕

型式又は名称 方式・規格等 補足事項

□選択呼出装置
　（デジタル選択呼出装置を除く。）〔S〕

□ファクシミリ〔F〕

□変調信号処理装置〔SM〕

□注意信号発生装置〔ASG〕

□施行規則第28条第５項の装置〔HFS〕

19　添付図面

□無線設備系統図
□機器配置図
□電源系統図
□ブロッキングチャート

20

備
考

16
　
附
属
装
置

17　船舶等識別番号

18　その他の工事設計 □電波法第３章に規定する条件に合致する。

□デジタル選択呼出装置
　（超短波帯）〔DSC〕

□デジタル選択呼出装置
　（中短波帯）〔DSC〕
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21　無線局の区別

周波数番号 電波の型式 補足事項空中線電力周波数

22
　
発
射
す
る
電
波
の
型
式
、

周
波
数
及
び
空
中
線
電
力
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